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我が国は２０１０年目途に９０年比６％削減
（２００２年実績 ＋７．６％）

エネルギー起源CO2は９０年比±０％に抑制

（２００２年実績 ＋約１２％）

＜ＣＯ２排出削減の手段＞
①エネルギー消費の削減
②新エネルギーの導入、原子力の推進等

【一体管理】

工場・事業場

第１種エネルギー
管理指定工場

熱と電気を合算し規制

第１種熱
管理指定工場
3,000kl以上

第１種電気
管理指定工場

1,200万kWh以上

＜義務＞
① 中長期計画の策定
② 定期報告
③ 管理者の選任

運輸

荷主
運送事業者
旅客事業者 等

＜義務＞
① 計画の策定
② 定期報告

規制なし

住宅・建築物

建築主

建築主・所有者

＜義務＞
建築物（非住宅）：新築等の
際に省エネ措置を届出

※エネルギー消費量が比較的小さい第２種
エネルギー管理指定工場についても熱と
電気の一体管理を求める。

【新たに対象化】

現
行
現
行

改
正
後

改
正
後

＜義務＞
建築物（非住宅）：「大規模な

改修」の際にも省エネ措
置を届出

住宅：新たに建築物（非住宅）
と同様の義務付け

等

【拡充】

省エネ法の抜本的強化省エネ法の抜本的強化
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産業部門

民生部門

運輸部門217百万t

273百万t

476百万t 468百万t
（90年度比▲1.7％）

261百万t

（90年度比＋20.4％）

363百万t
(90年度比＋33.0％）

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

各部門のＣＯ２排出量の推移

省エネ法改正の背景省エネ法改正の背景

資料４



住宅に関する対策の強化
一定規模（床面積2,000㎡以上）の住宅についても、非住宅建築物と同様に所

管行政庁への省エネ措置の届出を義務付け（現行は、努力義務のみ）

【改正のポイント】

ストック対策の強化
一定規模（床面積2,000㎡以上）の非住宅建築物の大規模修繕等を行う者に対

して、所管行政庁への省エネ措置の届出を義務付け（現行は、新築・増改築す
る者に対してのみ義務付け）

住宅・建築物分野の省エネルギー対策の強化

【改正内容】

住宅

2,000㎡以上の建築物

（非住宅）

・新築・増改築の際、省エネ
措置に係る事項を所管行政
庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分
→ 指示・公表

2,000㎡以上の建築物

（非住宅）

・新築・増改築及び大規模修
繕等の際、省エネ措置に係
る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分
→ 指示・公表

2,000㎡以上の住宅

・新築・増改築及び大規模修
繕等の際、省エネ措置に係
る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分
→ 指示・公表

拡充

○上記届出をした者は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を定期に所管行政庁に
報告。（維持保全の状況が著しく不十分な場合は、所管行政庁が勧告）

※大規模修繕等：外壁、窓等の大規模の修繕・模様替、空気調和設備等の設置又は大規模の改修

建築物 〈現行〉

※省エネ措置 ：建築物の外壁、窓等の断熱化、空気調和設備等の効率的な利用

〈改正後〉

【省
エ
ネ
措
置
の
努
力
義
務
】

【省エネ措置の届出義務（一定規模以上が対象）】

 


